
１ 教 職 員  
 

（１）教職員数（臨時的任用の教職員を含む。）   

ア  小中学校  

（令和５年５月 1 日現在）（単位：人）  

区  分  校長・教諭等  事務・栄養職員  計  

小  学  校  7,015 416 7,431 

中  学  校  4,453 218 4,671 

義務教育学校  124 7 131 

計  11,592 641 12,233 
 

イ  特別支援（盲・ろう・養護）学校  

（令和５年５月 1 日現在）（単位：人）  

校長・教諭等  

(実習助手含む ) 

寄宿舎

指導員  
事務・栄養職員  技能労務職員  計  

1,694 218 77 59 2,048  

 

（２）教職員人事  

 

令和６年度  義務教育関係諸学校教育職員等人事異動方針  

 

長野県教育委員会事務局   

                          義務教育課   

 

  教育職員等の人事異動については、学校教育の充実発展を図るため、

全県的な教育水準の向上を期し、各校の教育を清新ではつらつとしたも

のとするよう推進する。その際、異動は教職員が地域に根ざした教育を

実践できるようにすることに配慮するとともに、教職員の資質向上のた

めに必要な研修の機会としてとらえ、地域の実情を勘案して、校長、市

町村教育委員会（市町村学校組合教育委員会を含む。以下同じ。）及び

県教育委員会の３者（以下、「３者」という。）の協力によって、将来

的な展望を踏まえ計画的に行う。  

   なお、山間地における教育強化及び市町村の特色ある教育活動を支援

するための教育職員等人事異動については別記による。  

 

 

 



１  教職員の異動について  

（１）校長・副校長・教頭の異動及び任用について  

①  市町村の実情を勘案し、全県的立場に立って適材を適所に配置す

る。  

②  市街地・平坦地・山間地相互間、郡市相互間及び学校種別間の異

動に努める。  

③  学校規模や在任期間にとらわれることなく行う。ただし、校長に

ついては、１校での勤務が長期化するよう努める。  

④  原則として当該市町村内に居住し、地域の教育に打ち込めるよう

配慮する。  

⑤  新たに任用した校長・副校長・教頭の配置にあたっては、市町村

教育委員会の内申を踏まえ、全県的立場に立って行う。  

    その際、山間地・遠隔地及び複数の学校種等における幅広い教育

経験を考慮する。  

⑥  女性の積極的な任用に努め、適材を適所に配置する。  

 

（２）一般教育職員の異動について  

①  学校種や学校規模の異なる教育経験を積むような異動に努め、適

材を適所に配置する。  

②  全県を４つのブロックと 12 のエリアに分けるものとする。 (別表

１ ) 

③  教 職 員 が 自 ら の 意 志 で 主 と し て 勤 務 す る こ と を 希 望 し た エ リ ア  

を本拠地という。なお、令和２年度以降の新規採用者については、  

 教員祭用選考の合格通知に示された在職期間中に主として勤務する

ブロックを採用地ブロックという。  

④  在職期間中に本拠地を含むブロック以外のブロックを 1 つ以上経

験するとともに、本拠地を含むブロック内の３つのエリアでの勤務

を経験することを原則とする。（５  適用参照）  

⑤  市街地・平坦地・山間地相互間の異動を積極的に推進する。その

ために、同一ブロック内連続市街地３校となる異動は避けるととも

に、同一市町村内の４校連続異動は行わない。また、在職期間中に

山間地校での勤務を経験することを原則とする。  

⑥   中学校における免許外教科担当教員の数を少なくするよう、３者

の協力・連携によってその実現を図る。  

⑦  １校における在任期間は、原則として８年を限度とする。ただし、

学校・地域の実情等を総合的に勘案し、適正に対応する。  

⑧  特別支援学校への異動に際しては、特別支援学校教諭免許状（又



は盲学校・聾学校・養護学校教諭免許状）を有していることが望ま

しい。  

⑨  令和２年度以降の小中学校の新規採用者は、採用地ブロックへの

配置を原則とする。  

⑩  平成 28 年度以降平成 31 年度までの採用者で、本拠地が含まれな

いブロックに配置された小中学校の新規採用者の２校目の異動に際

しては、本拠地が含まれるブロックに配置することを原則とする。  

⑪  令和２年度以降の小中学校の新規採用者の２校目の異動は、各ブ

ロックの実情を勘案して規定されたブロックの異動条件に沿って実

施する。（別表２）  

⑫  特別支援学校へ平成 20 年度以降配置された新規採用者の２校目、

または３校目の異動に際しては、異校種経験を重視する立場から小・

中・義務教育学校への異動を原則とする。  

⑬  栄養教諭の異動については、当面、学校・地域等の実情を踏まえ、

適材を適所に配置する。  

（３）事務職員・学校栄養職員の異動について  

     学校・地域等の実情を踏まえ、適材を適所に配置する。  

 

２  中学校・高等学校間の人事交流について     

  中学校（特別支援学校を含む。）・高等学校間の人事交流については ､

｢県 立 高 等 学 校 教 員 と 公 立 中 学 校 等 教 員 と の 人 事 交 流 に 関 す る 基 本 要

綱 ｣ に基づき、その促進を図る。  

 

３  新規採用について  

  教 育職 員 につ い ては 、 県教 育 委員 会 の行 う 採用 選 考を 経 た者 の 中か

ら、また、事務職員については、県人事委員会の行う採用試験による採

用候補者名簿記載者の中から、それぞれ学校の希望条件に適 合する者を

推薦し、当該市町村教育委員会の内申をまって採用する。  

  なお栄養教諭の採用については、平成 28 年度採用選考から県教育委

員会が行う。  

 

４  人事異動方針の見直しについて  

本方針の実施状況を踏まえながら、適宜見直しを行う。  

 

５  適用  

本方針のうち、１（２）④については、平成 28 年度新規採用者から適



用する。平成 27 年度以前の採用者については従前の人事異動方針 (注 ) 

を適用するが、教職員が地域に根ざした教育を実践できるようにすると

いう本方針の趣旨を踏まえた人事異動を可能な範囲で行う。  

 

(注 )上 記 従 前 の 人 事 異 動 方 針 は 、「 平 成 27 年 度 義 務 教 育 関 係 諸 学 校 教 育 職 員 等 人 事

異 動 方 針 」中 の １（ ２ ）② の「 広 範 囲 の 異 動 に 努 め 、在 職 期 間 中 に 東 信・北 信・中

信・南 信 ブ ロ ッ ク の う ち 少 な く と も ３ ブ ロ ッ ク を 経 験 す る も の と す る 。」及 び 、１

（ ２ ） ⑦ の 「 小 中 学 校 へ 配 置 さ れ た 新 規 採 用 者 の 二 期 目 の 異 動 に 際 し て は 、 本 拠

地 と す る ブ ロ ッ ク 以 外 へ の 異 動 を 原 則 と す る 。 」 で あ る 。  

 

(別表１ ) 

ブロック、エリアの区分  

 

(別表２ )  

 

佐久市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村

小海町北相木村南相木村中学校組合

飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村

下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村

伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、

中川村、宮田村、辰野町塩尻市小学校組合

上松町、南木曽町、木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、

塩尻市、塩尻市辰野町中学校組合

麻績村、生坂村、筑北村

松本市、山形村、朝日村、松本市山形村朝日村中学校組合

該当郡市 該当市町村

東　信

南　信

小諸市、軽井沢町、御代田町、立科町

上田市、東御市、長和町、青木村、上田市長和町中学校組合

北　部

佐　久

佐　久

ブロック エリア

南　部

東　部

西　部

南　部

南　部

中　部

中　部

北　部

中　信

北　部

北　信

南　部

中　部

上　小

中高・飯水

須坂市、千曲市、小布施町、高山村、坂城町

長野市、信濃町、飯綱町、小川村

中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村

安曇野・北安

上高井・更埴

長野・上水内

安曇野市

大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村

岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村

松　本

諏　訪

上伊那

下伊那

木曽・塩筑

ブロック  採用当初の異動条件  

東信  ・２校目は東信ブロック以外への異動を原則とする。  

南信  ・２校目は引き続き南信ブロック内での異動を原則とする。 

中信  ・２校目は中信ブロック以外への異動を原則とする。  

北信  ・２校目は北信ブロック以外への異動を原則とする。  



 

（別  記）  

 

山間地における教育強化のための教育職員等人事異動について  

 

 山間地（へき地を含む）における教育強化のための教育職員等の人事異

動については、校長、市町村教育委員会及び県教育委員会の３者が緊密

に協力し、全県的立場に立って、これが実質的に強化されるよう、次に

より行う。  

 

１   教育職員等は、その在職期間中に、別表３に示す山間地校での勤務

を経験することを原則とする。  

 

○  特に山間地の中堅教員確保について、校長は、市町村及び県の教育委

員会と緊密な連絡のもとに努力し、市街地・平坦地の勤務者が進んで山

間地へ赴くよう指導する。その際、必要に応じて県教育委員会は積極的

な指導助言を行うものとする。  

 

○  市街地・平坦地へ配置された新規採用者の異動に際しては、別表３に

示す山間地校への異動を原則とする。  

 

２  上記により難い場合は、校長、市町村教育委員会及び県教育委員会が

協議して決定する。  

 

 

市町村の特色ある教育を支援するための教育職員等人事異動について  

 

１  市 町村 教 育委 員 会が 地 域に 根 ざし た 特色 あ る教 育 活動 の 推進 を 特に

希望した場合には、市町村教育委員会の意向を踏まえて、県教育委員会

は教員を配置する。  

 

２  上記教員の配置は、本人事異動方針に沿って行う。  

 

 

 

 

 



 

令和６年度県立高等学校教員と公立中学校等教員との人事交流に  

関する基本要綱  

 

義務教育課  

高校教育課  

特別支援教育課  

 

１  目的  

県立高等学校に所属する教員（以下「高等学校教員」という。）と公

立中学校及び特別支援学校に所属する教員（以下「中学校等教員」とい

う。）との間において人事交流を行うことによって、中学校及び特別支

援学校と高等学校が一層連携して教育実践を深め、授業や学習の改善に

向 け た 取 組 を 活 性 化さ せ る と と も に 、 教え 方 や 学 び 方 の 質 の転 換 を 図

り、幼保小中高一貫した学びを推進する本県教育の一層の充実に資する

ことを目的とする。  

 

２  交流の方法  

市町村教育委員会（学校組合教育委員会を含む。以下同じ。）の協力

を得て、高等学校教員を中学校、特別支援学校に、中学校等教員を高等

学校に、それぞれ派遣する。  

 

３  交流の期間  

期間は、おおむね３年とする。  

 

４  交流対象者  

対象者は、必要な教員免許状を所有し、教職経験豊かな者のうち、校

長 及 び 市 町 村 教 育 委員 会 の 推 薦 に 基 づ き県 教 育 委 員 会 が 適 当と 認 め る

者とする。  

 

５  その他  

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  

 

 

 

 



（３）異動の状況〔令和６年４月１日付 (退任者は令和６年３月 31 日付）〕  
                                                       （単位：人） 

（注）教諭には養護教諭・栄養教諭を含む。国立附属学校を除く。  

   義務教育学校は、中学校に含む。  

区分  
小学校  中学校  

校長  副校長 教頭  教諭  計  校長  副校長 教頭  教諭  計  

新任  61 1 59 240 361 29 2 36 145 212 

転任  68 0 69 866 1003 29 0 46 524 599 

退任  71 0 8 117 196 29 0 4 54 87 

計  200 1 136 1223 1,560 87 2 86 723 898 

          

区分  
特別支援学校  計  

校長  副校長 教頭  教諭  計  校長  副校長 教頭  教諭  計  

新任  6 0 9 64 79 96 3 104 449 652 

転任  1 0 5 166 172 98 0 120 1556 1774 

退任  3 0 1 30 34 103 0 13 201 317 

計  10 0 15 260 285 297 3 237 2206 2743 


